
北海道社会貢献賞（海難救助功労者）表彰要領

最終改正 令和元年６月２５日水経第４７９号

第１ 趣 旨

海難救助に功労のあった水難救難所並びに水難救難所員（以下「所員」という。）

及び漁船乗組員（以下「乗組員」という。）に対する表彰の取扱いについては、北海

道表彰規則（昭和４４年北海道規則第５１号）及び同規則に基づく表彰事務取扱要領

等に定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。

第２ 表彰の対象

表彰は、次に定めるところにより行うものとする。

１ 水難救難所

次に定める事項のすべてに適合する水難救難所

（１）水難救難所の設置以来１０年以上継続して、活発な海難救助活動を実施してい

るもの

（２）過去１０年間において、海難救助の実績があるか、又は海難防止思想の普及啓

発が活発に行われているもの

（３）その活動の状況が他の模範と認められるもの

２ 所員及び乗組員等

次のいずれかに適合する所員又は乗組員等

（１）所員として救助及び訓練活動に精励し、技能が特に優秀で他の模範と認められ

る者

（２）乗組員として救助及び訓練活動に従事し、人命又は財産の救助に功労があり他

の模範と認められる者

（３）所員として３０年以上勤続し、その功績が他の模範と認められる者

（４）前各号に掲げる者のほか、海難の未然防止や海難救助に尽力し、その功績が顕

著で他の模範と認められる者

第３ 被表彰者の内申

総合振興局長又は振興局長は、市町村長の意見を聞いて被表彰候補者を選考し、

別記第１号様式（甲）の模範救難所表彰内申書又は別記第２号様式（甲）の模範所

員、模範乗組員、功績が顕著な者、永年勤続模範所員（３０年以上）、表彰内申書

により知事に内申するものとする。

第４ 表彰

表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。



別記第１号様式（甲）

模 範 救 難 所 表 彰 内 申 書

内申順位

救 難 所 名 所 在 地

所 長 名 地 区

設 立 年 月 日
組 織 状 況

所 員 数 （活動期間）

１ 最近５ヶ年間の人命及び漁船の救助実績

漁 船 救 助
人命救助 漁 船 救 助 の 状 況

動 力 無動力

活 動 状 況

２ その他特記事項

設 備 状 況

年度決算 年度決算 年度決算

財 務 状 況 収 入 （うち市町村からの助成額） （ ） （ ）

支 出

表彰状、感謝状
等の受賞状況

表彰を可とする
理由

１ 設備状況欄には、救助設備の状況を記載すること。

２ 財務状況欄には、最近２ヶ年間の実績と本年度の予算の状況を記載すること。



別記第２号様式（甲）
模範所員・乗組員・功労が顕著な者・永年勤続（３０年以上）表彰内申書

内申順位
ふ り が な 本 籍 生 年 月 日 (年齢)
氏 名 現住所 大・昭 年 月 日( 才)
所属救難所名
（所属漁協名） 所在地 役 職 名

乗組員数 (漁業種類) （身分）
（乗組漁船名） 丸 ｔ PS 人 （海技資格等）

最 訓 練 救 助
近 年 実施回数 参加回数 所出動回数 本人出動回数
１
０
ヶ

現在までの略歴 年
の
出
動
回

救難所勤続年数(乗組員経験年数) 数

現在までの主な
公職及び役職名

現在までの主な
賞罰

主な功績事項

表彰を可とする
理由

１ 市町村長の意見を添付すること。
２ （ ）の事項は、乗組員の場合だけ記載すること。
３ 現在までの略歴欄は、救難所入所(漁船乗組み)以来、現在までの各役職ごとの在職期間が分かるように記載すること。
４ 現在までの主な賞罰欄には、年月、表彰の種類、表彰者を記載する。
５ 主な功績事項には、本人が漁船を救助した事例等を具体的に記載する。



表彰に係る意見書（例）

記 号

年 月 日

総合振興局長・振興局長 様

市町村長 [印]

次の者は、北海道表彰事務取扱要領（平成１５年３月２５日付け人事第１１７７

号一部改正）第２の３項に該当する者ではなく、○○年度海難救助功労者表彰の候補

者として適当であると認め、推薦します。

記

本 籍

現 住 所

氏 名

生年月日 年 月 日 （ 歳）



別表 別記第１号様式

社会貢献賞模範救難所選考調書

総合振興局等

活 動 状 況 （ 過 去 １ ０ ヶ 年 間 ） 参 考

活 動 期 間 設 備 状 況 配 順 備

出動回数計（Ａ＋Ｂ） 救 助 （Ａ） 訓 練 （Ｂ） 救 所 海 後

助 難 継

年 回 回 回 点 ・ 員 防 者

50 40 30 100 80 60 40 20 50 40 30 20 10 50 40 30 20 10 11 6 種類 訓 止 育

所 長 名 練 統 の 成

合 技 啓 の

救難所名 術 率 発 指

の 指 導

計 位 考 習 力 導 力

設立年月日 得 力

力

49 39 99 79 59 39 49 39 29 19 49 39 29 19 10 5

点 点 点 点 点 5 5 5 5 点
１０ ８ ６ ３０ ２５ ２０ １５ １０ ３０ ２５ ２０ １５ １０ ５ ３ １ ～ ～ ～ ～

10 10 10 10

注 １．記入にあたっては、それぞれの該当欄に実数を記入すること。（除く備考欄）

２．活動状況欄の救助（Ａ）、訓練（Ｂ）の配点欄に○印を付し配点数を記入すること。出動回数欄は（Ａ）＋（Ｂ）欄の合計点数を出動回数に○印を付し記入すること。

３．配点合計は活動期間＋出動回数（Ａ＋Ｂ）＋設備状況の合計点を記入すること。

４．参考欄は記入しないこと。（日本水難救済会北海道支部事務局と協議決定する。）

５. 参考欄の点数は、優秀１０点、良好８点、普通５点を基準点とし、５～１０点の範囲で配点すること。



別表ア 別記第２号様式

社会貢献賞模範所員選考調書
総合振興局等

年 令 役 職 名 勤続年数 出動回数計 救助(Ａ) 訓練(Ｂ)
配 順 備

所 49 歳 以 下 副 副 部 副 副 班 救 29 年 以 下 （Ａ＋Ｂ） 過去 10 年 過去 10 年
氏 名 は 5 点、以 所 所 顧 支 助 は 4 点､ 30 間の実績か 間の実績か

属 降 1 歳増え 長 所 救 長 士 年以上を 5 合計回数と ら 1 回につ ら 1 回につ 点
る毎に 1 点 ・ 長 部 ・ ・ 点とし、 1 点数を記載 き 1 点 と き 1 点 と

救 を加点、60 支 ・ 助 副 救 年増える毎 する し 、 31 回 し 、 31 回
歳 以 降 は 所 救 班 助 に 1 点を加 以 上は 35 以上は 35 合

難 16 点 を 上 長 長 問 助 長 長 長 長 員 点する 点を上限と 点を上限と
（年 令） 限とする 長 する する

所 計 位 考
年令 点数 点 年数 点数 回数 点数 回数 点数 回数 点数

10 9 8 8 7 6 5 4 3

注 １．記入にあたっては、それぞれの該当欄に実数と配点を記入すること。
２．配点合計は、各項目の合計点数を参考に記載すること。



別記第２号様式別表イ

社会貢献賞 乗組員の救助等功績調書

項 目 救 助 者 遭 難 者

氏 名 （ 船 主 名 ）

船 名 等 建造 年 月 日 建造 年 月 日
丸 トン ＰＳ 製 丸 トン ＰＳ 製

発 生 日 時
場 所

船 長 氏 名
取得資格・経験年数 資格 経験年数 年 月 資格 経験年数 年 月

所 属 港 港 港

乗 組 員 名 （ 数 ） 名 名

当 時 の 漁 業 名

出 港 日 年 月 日 時 年 月 日 時

帰 港 予 定 日 年 月 日 時 年 月 日 時

漁 獲 物 等

風向 風力 天候
当 時 の 気 象 状 況

波高 気温

救助及び遭難状況

そ の 他 特 記 事 項



別表ウ 別記第２号様式

社会貢献賞 永年勤続模範所員（３０年以上）選考調書
総合振興局等

年 齢 役 職 名 勤続年数 出動回数計 救助(Ａ) 訓練(Ｂ)
配 順 備

所 49 歳 以 下 副 副 部 副 副 班 救 30 年 以 上 （Ａ＋Ｂ） 過去 10 年 過去 10 年
氏 名 は 5 点、以 所 所 顧 支 助 は 5 点、1 間の実績か 間の実績か

属 降 1 歳増え 長 所 救 長 士 年増える毎 合計回数と ら 1 回につ ら 1 回につ 点
る毎に 1 点 ・ 長 部 ・ ・ に 1 点を加 点数を記載 き 1 点 と き 1 点 と

救 を加点、60 支 ・ 助 副 救 点する する し 、 31 回 し 、 31 回
歳 以 降 は 所 救 班 助 以 上は 35 以上は 35 合

難 （ 年齢） 16 点 を 上 長 長 問 助 長 長 長 長 員 点を上限と 点を上限と
限とする 長 する する

所 計 位 考
年令 点数 点 年数 点数 回数 点数 回数 点数 回数 点数

10 9 8 8 7 6 5 4 3

注 １．記入にあたっては、それぞれの該当欄に実数と配点を記入すること。
２．配点合計は、各項目の合計点数を参考に記載すること。
３．順位は、各救難所毎に必ず付与すること（同順位は不可）。



海 難 救 助 功 労 者 顕 彰 要 領

最終改正 令和元年６月２５日水経第４７９号

第１ 趣 旨

北海道周辺海域及び北洋海域における海難の救助活動に功労のあった者に対し、

北海道表彰規則（昭和４４年北海道規則第５１号）、及び同規則に基づく表彰事務

取扱要領等に定めるところによるほか、この要領の定めるところにより、顕彰を行

うものとする。

第２ 顕彰の対象

顕彰は次の各号の一に該当する者につき、その功労を考査して知事が行う。

（１）水難救難所に１０年以上勤務し、勤務成績が優秀で他の模範と認められる者

（２）救助活動においてその功労が顕著であり、他の模範となると認められる者

（３）救助活動に従事中死亡した者、又は救助活動に従事したことに起因して生じた

傷病により死亡した者

（４）前各号に掲げる者のほか、他の模範として推賞すべき功労があった者

第３ 顕彰の方法

（１）顕彰は、感謝状（第２の第１号に該当する者のうち、その勤続年数が３０年以

上の者に対しては表彰状）を授与して行う。

（２）前項の規定によるほか、第２の第１号に該当する者に対しては、その勤続年数

が３０年を超えるときは記章及び副賞を、２０年以上３０年未満のときは記章を

授与する。

（３）第２の第１号に該当する者のうち、その勤続年数が３０年未満の者及び第２の

２号から第４号までのいずれかに該当する者に対する顕彰は、総合振興局長又は

振興局長（以下「総合振興局長等」という。）が伝達する。

第４ 勤続年数の計算

（１）勤続年数の計算は、就任の日から起算し、申請年の３月３１日までとする。

（２）退任したのち再就任したときは、前後の期間を通算する。

第５ 申請手続き

市町村長は、第２の第１号に該当する者があるときは別に通知する日までに、第

２の第２号から第４号までのいずれかに該当する者があるときはその都度、その功

労を調査し意見を付して総合振興局長等を経由して知事に別記第１号様式（乙）又

は、第２号様式（乙）の申請書を提出しなければならない。



別記第１号様式（乙）

（勤続救難所員）

勤 続 顕 彰 申 請 書

年 月 日

北海道知事 様

市町村長 氏名 印

次の者は、海難救助功労者顕彰要領第２第１号の規定により顕彰願いたく申請致します。

（勤続 年以上 年未満）

勤続 ふ り が な 出 動 回 数

所 属 就 任 年 月 日 職 名 勤務成績 模 範 と 認 め ら れ る 理 由 摘 要

年数 氏 名 計 救 助 訓 練

年 月 日 回 回 回

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

注 １ １０年以上、２０年以上に分けてそれぞれ連名、別様とする。 ４ 模範と認められる理由欄の記入については、簡潔に記入すること。

２ 中間退任者については、その始終年月を摘要欄に記入すること。 ５ 出動回数については、最近１０ヵ年間を記入すること。

３ 勤務成績については、優秀、良好、普通等の記入方法とする。



別記第２号様式（乙）
（第２の第２号から第４号までの場合）
その１ その２

功労賞顕彰申請書 功 績 調 書

年 月 日
本 籍

北海道知事 様
現住所

市町村長 氏名 印
氏 名

１ 性 行
次の者は功労顕彰につき、海難救助功労者顕彰要領第２の第２

号の規定により顕彰願いたく申請します。

住 所
２ 事 項

氏 名

年 月 日生

職 業
（所 属 団 体）

（職 名）

（就 任 年 月 日）

注１ １名ごとに別葉とする。 注 ２の事項欄は、項目をわけて具体的に、かつ、詳細に記載
２ （ ）内は、救難所員に限り記入すること。 すること。



別記第２号様式別表

乗組員の救助等功績調書
（感謝状）

項 目 救 助 者 遭 難 者

氏 名 （ 船 主 名 ）

船 名 等 建造 年 月 日 建造 年 月 日
丸 トン ＰＳ 製 丸 トン ＰＳ 製

発 生 日 時
場 所

船 長 氏 名
取得資格・経験年数 資格 経験年数 年 月 資格 経験年数 年 月

所 属 港 港 港

乗 組 員 名 （ 数 ） 名 名

当 時 の 漁 業 名

出 港 日 年 月 日 時 年 月 日 時

帰 港 予 定 日 年 月 日 時 年 月 日 時

漁 獲 物 等

風向 風力 天候
当 時 の 気 象 状 況

波高 気温

救助及び遭難状況

そ の 他 特 記 事 項



顕彰に係る意見書（例）

記 号

年 月 日

総合振興局長・振興局長 様

市町村長 [印]

次の者は、北海道表彰事務取扱要領（平成１５年３月２５日付け人事第１１７７

号一部改正）第２の３項に該当する者ではなく、○○年度海難救助功労者顕彰の候補

者として適当であると認め、推薦します。

記

本 籍

現 住 所

氏 名

生年月日 年 月 日 （ 歳）



海難救助功労者の表彰等事務処理方針

表 彰 等 の 種 類 表彰等の区分 表 彰 及 び 顕 彰 の 対 象 基 準 取 扱 方 針 内申書等に添えて提出する書類

Ⅰ 北海道社会貢献賞 １ 模 範 救 難 所 次に定める事項のすべてに適合する水難救難所 ○原則として内申は、１（総合） 模範救難所選考調書
（１）水難救難所の設置以来 10年以上継続して活発な海 振興局１団体とする。このなか （別記第１号様式別表）

難救助活動を実施しているもの から本庁で選考のうえ５団体を
（２）過去 10年間において、海難救助の実績があるか、 表彰する。

又は海難防止思想の普及啓発が活発に行われているも ○選考順位は、選考調書により採
の 点し、合計点の上位を優先する

（海難救助功労者） （３）その活動の状況が他の模範と認められるもの

２ 模範救難所員 次のいずれかに適合する救難所員又は乗組員等 ○原則として内申は、１（総合） １所員
（１）所員として救助及び訓練活動に精励し、技能が特に 振興局１名とする。このなかか 模範所員選考調書

ア北海道表彰規則 優秀で他の模範と認められる者 ら本庁で選考のうえ５名を表彰 （別記第２号様式別表ア）
３条２項２号 （２）乗組員として救助及び訓練活動に従事し、人命又は する。

３ 模 範 乗 組 員 財産の救助に功労があり、他の模範と認められる者 ○選考順位は、選考調書により採 ２乗組員
（３）所員、乗組員のほか、海難の未然防止や海難救助に 点し、合計点の上位を優先する 乗組員の救助等功績調書

イ北海道社会貢献賞 尽力し、その功績が顕著で他の模範と認められる者 （別記第２号様式別表イ）
（海難救助功労者）
表彰要領第２ ４ 功績が顕著な者

表彰者数 ５０名
５ 永年勤続模範所 所員として 30年以上勤続し、その功績が他の模範と ○選考順位は、選考調書による採 永年勤続模範所員（30 年以上）

員（30年以上） 認められる者 点から、救助及び訓練の得点の 選
合計で順位付けをするが、同点 考調書
者毎の順位は､役職､勤続年数、 （別記第２号様式別表ウ）
年令の順に各々の得点から順位
を付ける｡なおも同点の場合は､
救難所毎の優先順位を参考とす
る。

Ⅱ 感 謝 状 １ 2 0 年以上勤続 次の各号の一に該当する者 ○功績の顕著な者を最優先する。 勤続顕彰申請書
１海難救助功労者 所員 （１）日本水難救済会、水難救難所に 10年以上勤務し、 （別記第１号様式（乙））

勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者 ○次に勤務成績の優秀な者及び勤
２海難未然防止功労者 （２）救助活動においてその功労が顕著であり、他の模範 続年数の多い者の順に優先する

２ 1 0 年以上勤続 となると認められる者
所員 （３）救助活動に従事中死亡した者、又は救助活動に従事

したことに起因して生じた傷病により死亡した者
ア北海道表彰規則 （４）前各号に掲げる者のほか、他の模範として推賞すべ
７条１項 ３ 救 助 功 労 者 き功労があった者 功労賞顕彰申請書

（別記第２号様式（乙））
イ海難救助功労者 （別記第２号様式別表）
顕彰要領第２ ４ 海難未然防止

功労者


